
 

 

議案第 13号 

 

   令和２年度伊賀市一般会計補正予算（第10号） 

 

 令和２年度伊賀市の一般会計補正予算（第10号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１９６，４６７千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５６，４３８，３９４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の追加、廃止及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

  令和３年２月10日提出 

 

                          伊賀市長 岡 本  栄  
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　 第１表　   歳入歳出予算補正

   歳     入 （単位 ： 千円）

款 項

 1 市税 14,732,898 △244,079 14,488,819 

 1 市民税 5,906,080 △199,913 5,706,167 

 2 固定資産税 7,788,285 △9,587 7,778,698 

 3 軽自動車税 342,440 △1,066 341,374 

 4 市たばこ税 644,176 △17,716 626,460 

 7 入湯税 51,862 △15,797 36,065 

10 国有提供施設等所在市 2,459 △125 2,334 

町村助成交付金

 1 国有提供施設等所在市町 2,459 △125 2,334 

村助成交付金

14 分担金及び負担金 382,637 52,576 435,213 

 1 分担金 49,933 △3,913 46,020 

 2 負担金 332,704 56,489 389,193 

15 使用料及び手数料 518,331 △20,520 497,811 

 1 使用料 270,651 △25,128 245,523 

 2 手数料 247,680 4,608 252,288 

16 国庫支出金 15,939,956 40,520 15,980,476 

 1 国庫負担金 3,752,026 △58,345 3,693,681 

 2 国庫補助金 12,164,157 98,860 12,263,017 

 3 委託金 23,773 5 23,778 

17 県支出金 2,863,300 △15,115 2,848,185 

 1 県負担金 1,566,407 △67,690 1,498,717 

 2 県補助金 1,077,154 51,647 1,128,801 

 3 委託金 219,739 928 220,667 

18 財産収入 92,680 100,989 193,669 

 1 財産運用収入 66,630 84,195 150,825 

 2 財産売払収入 26,050 16,794 42,844 

補正前の額 補 正 額 計
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（単位 ： 千円）

款 項

19 寄附金 444,302 223,576 667,878 

 1 寄附金 444,302 223,576 667,878 

20 繰入金 3,179,600 △437,727 2,741,873 

 1 他会計繰入金 24,958 △15,057 9,901 

 2 基金繰入金 3,154,642 △422,670 2,731,972 

22 諸収入 661,245 △54,636 606,609 

 1 延滞金、加算金及び過料 30,000 621 30,621 

 2 市預金利子 501 △392 109 

 3 貸付金元利収入 99,617 △139 99,478 

 4 受託事業収入 10,576 △58 10,518 

 5 雑入 520,551 △54,668 465,883 

23 市債 4,377,459 551,000 4,928,459 

 1 市債 4,377,459 551,000 4,928,459 

24 自動車取得税交付金 0 8 8 

 1 自動車取得税交付金 0 8 8 

56,241,927 196,467 56,438,394 歳　　入　　合　　計

補正前の額 補 正 額 計
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   歳     出 （単位 ： 千円）

款 項

 1 議会費 294,791 △7,072 287,719 

 1 議会費 294,791 △7,072 287,719 

 2 総務費 17,344,745 324,468 17,669,213 

 1 総務管理費 16,279,181 333,020 16,612,201 

 2 徴税費 609,320 766 610,086 

 3 戸籍住民基本台帳費 171,168 514 171,682 

 4 選挙費 196,929 △11,158 185,771 

 5 統計調査費 57,285 1,385 58,670 

 6 監査委員費 30,862 △59 30,803 

 3 民生費 14,941,306 △105,516 14,835,790 

 1 社会福祉費 5,518,616 △105,309 5,413,307 

 2 老人福祉費 2,095,357 △35,247 2,060,110 

 3 同和行政費 286,490 △6,529 279,961 

 4 児童福祉費 5,688,389 △104,384 5,584,005 

 5 生活保護費 1,349,603 147,716 1,497,319 

 6 災害救助費 2,851 △1,763 1,088 

 4 衛生費 5,454,194 △22,864 5,431,330 

 1 保健衛生費 2,053,575 △11,282 2,042,293 

 2 清掃費 3,400,619 △11,582 3,389,037 

 5 労働費 64,181 △1,426 62,755 

 1 労働費 64,181 △1,426 62,755 

 6 農林業費 1,966,050 94,386 2,060,436 

 1 農業費 1,814,729 100,694 1,915,423 

 2 林業費 151,321 △6,308 145,013 

 7 商工費 1,062,812 △239,289 823,523 

 1 商工費 1,062,812 △239,289 823,523 

 8 土木費 2,418,593 255,156 2,673,749 

補正前の額 補 正 額 計
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（単位 ： 千円）

款 項

 1 土木管理費 226,917 △47,896 179,021 

 2 道路橋りょう費 880,398 293,757 1,174,155 

 3 河川費 146,114 △7,286 138,828 

 4 都市計画費 952,881 19,306 972,187 

 5 住宅費 212,283 △2,725 209,558 

 9 消防費 1,751,061 △16,824 1,734,237 

 1 消防費 1,751,061 △16,824 1,734,237 

10 教育費 4,732,063 △15,198 4,716,865 

 1 教育総務費 1,579,714 △58,032 1,521,682 

 2 小学校費 732,375 △38,532 693,843 

 3 中学校費 625,244 170,963 796,207 

 4 幼稚園費 83,717 △255 83,462 

 5 社会教育費 521,393 △8,654 512,739 

 6 保健体育費 1,189,620 △80,688 1,108,932 

11 災害復旧費 296,687 △32,580 264,107 

 1 農林施設災害復旧費 139,850 △32,580 107,270 

12 公債費 5,885,444 △36,774 5,848,670 

 1 公債費 5,885,444 △36,774 5,848,670 

56,241,927 196,467 56,438,394 歳　　出　　合　　計

補正前の額 補 正 額 計
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伊賀南部環境衛生組合負担金 111,557

青山複合施設整備事業 185,341

芭蕉翁記念館・偲翁舎・蓑虫庵等改修事業 10,700

23,068

農業水路等長寿命化・防災減災事業 49,950

ごみ中継施設維持管理費 4,044

ゆめが丘摺見線道路改良事業

短時間勤務会計年度任用職員人件費 1,201

2,244

県営土木事業負担金

１０　教育費

１　農林施設災害復旧費 （補助）現年発生農林施設災害復旧事業 65,974

１１　災害復旧費
２　公共土木施設災害復旧費

（補助）現年発生公共土木施設災害復旧事業 45,026

国補消防施設整備事業 12,626

２　小学校費 施設改修事業 24,649

９　消防費 １　消防費
市単消防施設整備事業 30,214

依那古友生線道路改良事業 20,550

２　林業費

７　商工費

８　土木費
舗装修繕事業 102,000

生産管理用道路整備事業 42,713

茅町駅四十九新池線道路改良事業 28,540

治山林道整備事業 11,703

２　道路橋りょう費

5,100

１　土木管理費 45,917

橋梁長寿命化修繕事業 94,436

西明寺緑ヶ丘線道路改良事業 121,269

印代山神線（山神橋）橋梁架替事業

　　第２表　　繰越明許費補正

款 項 事　　業　　名 金　額

（単位：千円）

空家等対策推進事業経費 8,042

追 加

ふるさとの森公園管理費 7,073

３　民生費 ４　児童福祉費 忍にん赤ちゃん子育て応援特別給付金事業

１　農業費

県営事業負担金 46,414

商工振興経費 15,000
１　商工費

道路照明ＬＥＤ化事業 19,380

農地中間管理機構関連農地整備事業 28,210６　農林業費

３　河川費

16,821

施設改修事業 386,807３　中学校費

６　保健体育費 三重国体推進経費 96,741

（単独）現年発生公共土木施設災害復旧事業

国土調査事業 10,005

１　総務管理費２　総務費

伊賀鉄道活性化促進事業 120,369

交通計画推進事業 10,780

スマート自治体推進事業

４　衛生費 ２　清掃費

し尿処理及び施設維持管理経費 12,950

4,022

団体営ため池等整備事業 156,757
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１　追　加

  

限度額 利率
  

5.0％以内

２　廃　止

 
起債の目的     起債  償還

 限度額 利率 限度額 の 利率 の
     方法  方法

5.0％以内

　　第３表　　地方債補正

（単位 ： 千円）

起債の目的 起債の方法
 

償還の方法 
 

水道事業会計出資金 90,100 証書借入
又は

証券発行

政府資金及び特定資金についてはその融通条件により、銀行その
他の場合には、債権者との協定によるものとする。ただし、市財
政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し若しくは繰上償還
又は低利に借換えすることができる。

（ただ
し、利率
見直し方
式で借り
入れる政
府資金等
につい
て、利率
の見直し
を行った
後におい
ては、当
該見直し
後の利
率）

減収補塡債 204,500

（単位 ： 千円）

補  正  前 補  正  後 

備考
起債の方法 償還の方法 

政府資金及び特
定資金について
はその融通条件
により、銀行そ
の他の場合に
は、債権者との
協定によるもの
とする。ただ
し、市財政の都
合により据置期
間及び償還期限
を短縮し若しく
は繰上償還又は
低利に借換えす
ることができ
る。

－ － － －

事業内容
の精査に
より、起
債が不要
となった
ため。

（ただ
し、利率
見直し方
式で借り
入れる政
府資金等
につい
て、利率
の見直し
を行った
後におい
ては、当
該見直し
後の利
率）

斎苑施設整備事業 8,000 証書借入
又は

証券発行
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３　変　更

 

起債の目的    起債  償還

 限度額 利率 限度額 の 利率 の

    方法  方法

  　　 

地区市民センター整備事
業

16,900 17,300

伊賀鉄道活性化促進事業 40,300 97,800

文化施設整備事業 37,700 37,100

複合施設整備事業 294,200 288,500

公共施設除却事業 77,900 55,200

伊賀南部環境衛生組合施
設整備事業負担金

106,700 123,400

循環型社会形成推進事業 107,500 111,200

農業基盤整備事業 53,200 89,200

林道整備事業 18,100 18,300

観光施設整備事業 5,600 2,400

道路橋りょう整備事業 247,100 348,200

河川施設整備事業 34,500 31,600

下排水路整備事業 16,100 14,600

街なみ環境整備事業 45,600 41,200

消防施設整備事業 90,700 92,300

中学校施設整備事業 185,300 313,900

農業集落排水接続事業 9,400 5,400

給食センター施設整備事
業

4,000 3,300

小学校施設整備事業 44,100 49,700

義務教育施設整備事業 186,500 164,500

農林施設災害復旧事業 43,900 24,600

 

（単位 ： 千円）

補  正  前 補  正  後 

起債の方法

 

償還の方法 

 

補正前
と同じ

証書借入
又は

証券発行

5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金等に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利

率）

政府資金及び特定資金
についてはその融通条
件により、銀行その他
の場合には、債権者と
の協定によるものとす
る。ただし、市財政の
都合により据置期間及
び償還期限を短縮し若
しくは繰上償還又は低
利に借換えすることが
できる。

補正前
と同じ

補正前
と同じ
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